
リース車両、所有権留保車両の移転・変更手続き（現行）リース車両、所有権留保車両の移転・変更手続き（現行）
（所使不同一の車両）

リース、信販、自動車販売会社
（所 有 者）

顧 客
（使 用 者）

（委任状・旧車検証の回収）※

手続の委任

名称・住所の変更、
所有権の移転

登録事項等証明書
（登録事項） （検査事項）

・所有者の名称・住所 ・大きさ
・使用の本拠の位置 ・重量

など など

15日以内に

同時申請

自動車検査証（車に備付）
（登録事項） （検査事項）

・所有者の名称・住所 ・大きさ
・使用の本拠の位置 ・重量

など など

類似の内容

変更登録・移転
登録申請

（新車検証の引渡し）※

登録制度
（所有権の公証・保有実態の把握）

運輸支局等

検査制度
（保安基準への適合）

自動車検査証記載事
項の変更申請

請求に応じ交付

※車検証から
所有者の名
称・住所を削除
することにより
新旧車検証の
引き渡しが不
要となる。



リース車両・所有権留保車両等の登録手続（改正後）

新規登録

車検証

使用者 X

国から使用者
に対し交付

登録識別情報
XYZ123

所有者 Y

登録識別情報
通知

国から所有者に
対し通知（注）

移転登録・変更登録
（所有者の変更の場合）

抹消登録

車検証

使用者 X

国へ使用者が
返納

登録識別情報を国に提供（注）し、新た
な登録識別情報の通知を受ける

国へ所有者が
提供

書換え不要

ＭＯＴＡＳに記録された
登録識別情報と一致しない

場合は登録申請を却下

国が登録識別情報
を書換え

登録識別情報
XYZ123

所有者 Y

登録識別情報
通知

登録識別情報
ABC567

所有者 Z

登録識別情報
通知

登録識別情報
ABC567

所有者 Z

登録識別情報
通知

ＭＯＴＡＳに記録された
登録識別情報と一致しない

場合は登録申請を却下

注：登録識別情報の所有者への通知は電子的通知。国への提供は電子的提供または申請書記入


